
 

地保第２４０６号 

令和 5 年 8 月 21 日 

 

 大阪府内人工透析実施医療機関の施設長 様 

大阪府健康医療部保健医療室長 

 

災害時における透析医療提供体制に係る調査について（依頼） 

 

日頃から本府健康医療行政の推進にご協力をいただき、厚く御礼申しあげます。 

人工透析医療は、数日の中断が患者の生命にかかわることから、大規模災害発生時にも継続

して提供するべく、国、地方公共団体、関係団体（日本透析医会、日本臨床工学技士会等）が

連携し、人工透析実施医療機関の稼働状況等を把握し、人工透析医療の必要な患者が適切に受

療できるよう、人工透析実施医療機関への給水や、患者の受け入れ先の確保などを迅速に調

整・支援することが求められています。 

 本府においては、これらの支援を円滑に行うため、大阪透析医会、大阪府臨床工学技士会と

連携し、災害時における人工透析医療を確保するため、令和２年１月に「大阪府災害時透析リ

エゾン」の設置等、体制整備に努めています。 

今年度におきましても、災害時における人工透析医療の提供体制の把握を行うことを目的

に、人工透析実施医療機関の現況や災害時の透析医療提供体制等に係る調査を実施することと

しました。 

つきましては、ご多忙中のところ恐れ入りますが、本調査の主旨をご理解いただき、下記の

要領による回答にご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 調査名   災害時における透析医療提供体制に係る調査 

２ 対象    大阪府内の人工透析実施医療機関 

３ 調査内容  別紙「災害時における透析医療提供体制に係る調査 実施要領」のとおり 

４ 回答方法  大阪府行政オンラインシステムの「災害時における透析医療提供体制に係る

調査について」のページからご回答ください。 

        URL:  https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home 

(「手続き一覧(事業者向け)」をクリック頂き、キーワード検索画面で「透析」と検索頂くと、本調査が表示されます。) 

※本府ホームページ【人工透析を受けられている皆さま ≪災害に備えましょう！≫】

の「透析医療機関の皆様へ」にも、本調査について掲載しております。

https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/touseki-saigai/index.html 

         調査内容には、法人情報や担当者名等の個人情報を含みますので、予め、大         

阪府行政オンラインシステムに「利用者の新規登録」（事業者情報ご登録）を

行って頂いたうえで、ご回答ください。 

(既に利用者登録済みの場合は既存の ID(メールアドレス)をご利用ください) 

５ 回答期限  令和５年９月２２日（金）までにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

≪ご回答及びお問い合わせ先≫ 

大阪府健康医療部保健医療室地域保健課 

疾病対策・援護グループ 古下(こしも) ・ 松尾 

電話：06-6941-0351（内線 2547） 

FAX：06-6941-6606 

E-mail：chiikihoken-g01@gbox.pref.osaka.lg.jp 

https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/touseki-saigai/index.html

